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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道における改札の通過記録に基づいて、鉄道の利用者数を算出する算出装置において
、
　複数の利用者が入場駅の改札を通過した入場時刻及び出場駅の改札を通過した出場時刻
を含む通過記録、列車の運行時刻情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報
及び利用者数の統計データが記憶された記憶部と、
　該記憶部に記憶された通過記録、運行時刻情報及び路線の接続関係の情報に基づいて、
前記通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内における所定時間以上の滞在に係
る、前記通過記録を充足する行動パターンを一又は複数生成する生成部と、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
前記生成部が生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を計算する計
算部と、
　該計算部が計算した確率に基づいて、前記生成部が生成した行動パターンに応じた鉄道
の利用者数を算出する算出部と
　を備える算出装置。
【請求項２】
　日時を受け付ける受付部を更に備え、
　前記記憶部に記憶された運行時刻情報は路線別の列車個々の運行時刻を含み、
　前記生成部は、入場時刻が前記受付部により受け付けられた日時より前であり、かつ出
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場時刻が該日時より後である通過記録を用いて、利用者の行動パターンを生成し、
　前記計算部は、前記受付部が受け付けた日時に、利用者が前記生成部により生成された
行動パターンに係る便に乗車していた確率又は駅の改札内に所定時間以上滞在していた確
率を計算し、
　前記算出部は、前記受付部が受け付けた日時に、前記生成部が生成した行動パターンに
係る便に乗車していた利用者数又は駅の改札内に滞在していた利用者数を算出する
　請求項１に記載の算出装置。
【請求項３】
　前記生成部は、駅の改札内における滞在時間、路線間での列車の乗り換え、路線又は便
に基づいて、利用者の行動パターンを生成する
　請求項２に記載の算出装置。
【請求項４】
　前記記憶部に記憶された列車の運行時刻情報は所定区間における最短移動時間を含み、
　前記記憶部に記憶された通過記録及び路線の接続関係の情報に基づいて、利用者の行動
パターンにおける利用可能な路線が一通りか否かを判定する第一判定部と、
　前記記憶部に記憶された通過記録及び運行時刻情報に基づいて、入場駅から出場駅まで
の最短移動時間及び入場時刻から出場時刻までの経過時間の時間差が閾値以上であるか否
かを判定する第二判定部と
　を備え、
　前記生成部は、前記第一判定部が一通りと判定し、かつ前記第二判定部が閾値以上であ
ると判定した場合、駅の改札内に所定時間以上滞在する行動パターンを生成する
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の算出装置。
【請求項５】
　前記記憶部に記憶された鉄道における設備の情報は駅の設備の規模又は内容に応じた情
報を含み、
　前記計算部は前記情報に基づいて確率を計算する
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の算出装置。
【請求項６】
　前記生成部が生成した行動パターンの数が所定数以下である場合、入場時刻が前記受付
部により受け付けられた日時より前であり、かつ出場時刻が該日時より後である通過記録
と類似する第二通過記録を前記記憶部から抽出する抽出部と、
　前記抽出部が抽出した第二通過記録に、前記通過記録との類似度に応じた重みを付与す
る重み付与部と、
　前記抽出部が抽出した第二通過記録及び前記記憶部の内容に基づいて、該抽出部が抽出
した第二通過記録に係る利用者の行動パターンを生成する第二生成部と、
　前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの一致度又は類似度に基づ
いて、該行動パターン同士を対応付ける対応付け部と
　を備え、
　前記計算部は、前記重み付与部が付与した重み、前記対応付け部が対応付けた行動パタ
ーン同士並びに前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの数に基づい
て、確率を計算する
　請求項２又は請求項３に記載の算出装置。
【請求項７】
　前記対応付け部は、前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンに係る
出場駅及び該出場駅に到着した列車の便が同一である場合、該行動パターン同士を対応付
ける
　請求項６に記載の算出装置。
【請求項８】
　前記計算部は、前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの数に応じ
た数値各々に基づいて、確率を計算する
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　請求項６又は請求項７に記載の算出装置。
【請求項９】
　鉄道における改札の通過記録が記憶された記憶部を有するコンピュータに鉄道の利用者
数を算出する処理を実行させるプログラムにおいて、
　複数の利用者が入場駅の改札を通過した入場時刻及び出場駅の改札を通過した出場時刻
を含む通過記録、列車の運行時刻情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報
及び利用者数の統計データが記憶された前記記憶部に係る通過記録、運行時刻情報及び路
線の接続関係の情報に基づいて、前記通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内
における所定時間以上の滞在に係る、前記通過記録を充足する行動パターンを一又は複数
生成し、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を計算し、
　計算した確率に基づいて、生成した行動パターンに応じた鉄道の利用者数を算出する
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１０】
　鉄道における改札の通過記録が記憶された記憶部及び制御部を有するコンピュータによ
り鉄道の利用者数を算出する算出方法において、
　複数の利用者が入場駅の改札を通過した入場時刻及び出場駅の改札を通過した出場時刻
を含む通過記録、列車の運行時刻情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報
及び利用者数の統計データが記憶された前記記憶部に係る通過記録、運行時刻情報及び路
線の接続関係の情報に基づいて、前記通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内
における所定時間以上の滞在に係る、前記通過記録を充足する行動パターンを前記制御部
により一又は複数生成し、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を前記制御部により計算し
、
　計算した確率に基づいて、生成した行動パターンに応じた鉄道の利用者数を前記制御部
により算出する
　算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道利用者数を算出する算出装置、プログラム及び算出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道におけるダイヤ改正、各種設備設置等の事業計画を作成するために、鉄道の利用状
況が調査される。そこで、利用者が改札を通過した記録に基づいて、鉄道の利用状況又は
利用者数を把握する技術がある（例えば、特許文献1）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１６５６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、利用者が改札を通過した記録からは、入場駅、出場駅、入場駅構内への
入場時刻及び出場駅構内からの出場時刻が判明するだけであり、入場から出場までの間に
おける利用者の詳細な行動は不明である。そのため、利用者が改札を通過した記録を単純
に利用するだけでは、正確な鉄道の利用状況を把握することはできない。
【０００５】
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　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものである。その目的は、改札記録に基づいて鉄
道利用者数を正確に算出することができる算出装置、プログラム及び算出方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願による開示の一観点は、鉄道における改札の通過記録に基づいて、鉄道の利用者数
を算出する算出装置において、複数の利用者が入場駅の改札を通過した入場時刻及び出場
駅の改札を通過した出場時刻を含む通過記録、列車の運行時刻情報、路線の接続関係の情
報、鉄道における設備の情報及び利用者数の統計データが記憶された記憶部と、該記憶部
に記憶された通過記録、運行時刻情報及び路線の接続関係の情報に基づいて、前記通過記
録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内における所定時間以上の滞在に係る、前記通
過記録を充足する行動パターンを一又は複数生成する生成部と、前記記憶部に記憶された
設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、前記生成部が生成した行動
パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を計算する計算部と、該計算部が計算し
た確率に基づいて、前記生成部が生成した行動パターンに応じた鉄道の利用者数を算出す
る算出部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本願による開示の一観点によれば、改札記録に基づいて鉄道利用者数を正確に算出する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】鉄道利用者数算出システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】算出装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図３】改札ログテーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図４】最短移動時間テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図５】運行記録テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図６】路線テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図７】駅設備規模係数テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図８】駅テーブル及び売上テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図９】鉄道利用指標テーブルのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図１０】算出装置の機能構成例を示す機能ブロック図である。
【図１１】鉄道利用者数算出処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】確定ログを説明するための説明図である。
【図１３】確定ログを説明するための説明図である。
【図１４】確定ログを説明するための説明図である。
【図１５】確定ログを説明するための説明図である。
【図１６】路線確定ログを説明するための説明図である。
【図１７】路線確定ログを説明するための説明図である。
【図１８】路線確定ログを説明するための説明図である。
【図１９】路線確定ログを説明するための説明図である。
【図２０】路線確定ログを説明するための説明図である。
【図２１】限定ログを説明するための説明図である。
【図２２】限定ログを説明するための説明図である。
【図２３】限定ログを説明するための説明図である。
【図２４】限定ログを説明するための説明図である。
【図２５】限定ログに基づいて生成された各行動パターンに対する確率計算要素を一覧表
示した説明図である。
【図２６】非限定ログを説明するための説明図である。
【図２７】非限定ログを説明するための説明図である。
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【図２８】非限定ログを説明するための説明図である。
【図２９】非限定ログを説明するための説明図である。
【図３０】場合分け処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３１】路線確定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３２】非限定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３３】非限定ログに基づいた集計処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３４】限定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３５】類似ログ抽出処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３６】重み付与処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態をその図面に基づいて説明する。本実施の形態に係る算出装置（コン
ピュータ）は、改札ログに基づいて、交通機関の利用者数を算出する。ここでの交通機関
は、鉄道、地下鉄、モノレール等を含む。改札ログは、自動改札機からネットワークを介
してサーバに送信される改札の通過記録である。算出装置は、サーバから改札ログを取得
することができるコンピュータであり、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）、ノート型ＰＣ
、ワークステーション、汎用コンピュータ等である。以下では、算出装置の例として、鉄
道の利用者数を算出するワークステーションを挙げて説明する。なお、算出装置は、自動
改札機から送信された改札ログを記憶するサーバであってもよいことは勿論である。
【００１０】
　図１は、鉄道利用者数算出システムの構成例を示すブロック図である。
　鉄道利用者数算出システムは、複数の自動改札機１、サーバ２及び算出装置３を含む。
自動改札機１、サーバ２及び算出装置３は、夫々通信機能を有し、互いにネットワークＮ
を介して接続されている。ネットワークＮは、専用通信回線、ＷＡＮ（Wide Area Networ
k）、インターネット、衛星通信回線、電話通信回線等である。
【００１１】
　自動改札機１は、駅に設置された改札機であり、改札内に入場するための改札機と改札
外に出場するための改札機との２種がある。なお、自動改札機１は、入出場両用の改札機
を含んでもよい。図１では、１つの自動改札機１が示されているが、自動改札機１は複数
の駅に設置されており、その数は複数である。
　自動改札機１は、利用者が自動改札機１を通過する際に、乗車券、入場券、乗車回数券
、定期券、電子決済カード等に記録された情報を読み取る。自動改札機１は、乗車券等か
ら読み取った情報、改札通過日時、入出場の区別及び自身の識別情報を、ネットワークＮ
を介してサーバ２に送信する。
　なお、乗車券等から読み取られる情報は、例えば磁気記録面、半導体メモリ等によって
乗車券等に記録されている。また、改札通過日時は、サーバ２が自動改札機１から改札の
通過記録を受信した日時でもよい。
【００１２】
　サーバ２は、例えばワークステーションであり、その記憶装置にデータベースを有する
。サーバ２は、自動改札機１から各種情報を受信し、受信した情報を改札ログとしてデー
タベースに格納する。ここでの改札ログは、乗車券等の識別情報と、入場駅及び入場時刻
並びに出場駅及び出場時刻とを含む。サーバ２は、データベースに保有している改札ログ
を、ネットワークＮを介して算出装置３に送信する。
【００１３】
　自動改札機１が定期券又は電子決済カードに記録された情報を読み取った場合、通過記
録には夫々当該定期券又は電子決済カードの識別情報も含まれる。サーバ２のデータベー
スは、定期券及び電子決済カードの属性情報が記憶されたテーブルを含む。そのため、サ
ーバ２は、利用者が定期券又は電子決済カードにより自動改札機１を通過した場合、当該
利用者の氏名、性別、生年月日等の属性情報を抽出することができる。
　サーバ２のデータベースは、駅の施設に関する情報が記憶されたテーブルを含む。その
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ため、サーバ２は、利用者が電子決済カードにより駅構内に設置された設備を利用した場
合、当該利用者の属性情報に加えて、利用された設備の属性情報も抽出することができる
。
　サーバ２は、利用者の属性情報又は駅の設備の属性情報を抽出した場合、抽出した当該
属性情報も、ネットワークＮを介して算出装置３に送信する。また、サーバ２は、利用者
が電子決済カードにより駅構内に設置された設備を利用した場合、設備の利用日時もネッ
トワークＮを介して算出装置３に送信する。
【００１４】
　図２は、算出装置３のハードウェア構成例を示すブロック図である。算出装置３は、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit、制御部、生成部、計算部、算出部、受付部、第一判定
部、第二判定部、抽出部、重み付与部、第二生成部、対応付け部）３１を含む。また、算
出装置３は、ＲＡＭ（Random Access Memory）３２、ＲＯＭ（Read Only Memory）３３、
ハードディスク（記憶部）３４、ディスクドライブ３５、通信部３６、タイマ３７、表示
部３８及び操作部３９を含む。算出装置３の各構成部は、バス３ｂを介して接続されてい
る。
【００１５】
　ＣＰＵ３１は、算出装置３の各構成部を制御する。ＣＰＵ３１は、ハードディスク３４
に記憶されたプログラム１Ｐを読み込み、当該プログラム１Ｐを実行する。
　ＲＡＭ３２は、ＣＰＵ３１による処理の過程で必要な作業変数、データ等を一時的に記
録する。なお、ＲＡＭ３２は、主記憶装置の一例であり、ＲＡＭ３２の代わりにフラッシ
ュメモリ、メモリカード等が用いられてもよい。
【００１６】
　ＲＯＭ３３は、例えば不揮発性の半導体メモリ又は半導体メモリ以外の読み出し専用記
憶媒体である。ＲＯＭ３３は、算出装置３の起動時にＣＰＵ３１が実行するＢＩＯＳ（Ba
sicInput/Output System）、ファームウェア等を記録している。
【００１７】
　ハードディスク３４は、ＣＰＵ３１が実行するプログラム１Ｐを記憶している。ハード
ディスク３４は、算出装置３内部に取り付けられるものであっても、算出装置３外部に置
かれるものであってもよい。なお、ハードディスク３４は補助記憶装置の一例であり、大
容量の情報の記録が可能なフラッシュメモリ、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital 
Versatile Disk）、ＢＤ（Blu-ray Disc、登録商標）等の光ディスク３ａにより代替され
てもよい。
【００１８】
　ハードディスク３４は、各種マスタテーブルを記憶している。各種マスタテーブルは、
改札ログテーブル１Ｔ、最短移動時間テーブル２Ｔ、運行記録テーブル３Ｔ、路線テーブ
ル４Ｔ、駅設備規模係数テーブル５Ｔ及び鉄道利用指標テーブル６Ｔを含む。
　また、ハードディスク３４は、図示しない作業用のテーブルを記憶している。
【００１９】
　ディスクドライブ３５は、外部の記録媒体である光ディスク３ａから情報を読み込み、
光ディスク３ａに情報を記録する。
　通信部３６は、モデム又はＬＡＮ（Local Area Network）カード等であり、ネットワー
クＮに接続されている。
【００２０】
　タイマ３７は、日時を計時し、計時した結果を信号としてＣＰＵ３１に送信する。
　表示部３８は、例えば液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプ
レイ等の画面を有し、ＣＰＵ３１からの指示に従って、プログラム１Ｐに係る様々な画面
を表示する。
【００２１】
　操作部３９は、ユーザが各種の入力を行うキーボード、マウス、タッチパネル等の入力
デバイスを含む。操作部３９は、ユーザによる操作に基づいて入力信号を生成する。生成
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された入力信号は、バス３ｂを介してＣＰＵ３１に送信される。
【００２２】
　次に、ハードディスク３４が記憶している各種マスタテーブルについて詳細に説明する
。
　図３は、改札ログテーブル１Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。改札
ログテーブル１Ｔは、自動改札機１が乗車券等から読み取り、サーバ２に送信した改札ロ
グを登録するテーブルである。算出装置３は、サーバ２から改札ログを受信し、受信した
改札ログを改札ログテーブル１Ｔに登録する。
【００２３】
　改札ログテーブル１Ｔは、カードＩＤ、改札通過データ及び日時の各列を含む。カード
ＩＤは、自動改札機１が読み取った乗車券、入場券、乗車回数券、定期券、電子決済カー
ド等の識別記号である。乗車券、入場券及び乗車回数券の識別記号は、発券機等が各券に
付与した識別記号である。定期券の識別記号は、鉄道事業者の発券システムが定期券に付
与した識別記号である。電子決済カードの識別記号は、当該電子決済カードを発行した事
業者のシステムが当該電子決済カードに付与した識別記号である。
【００２４】
　改札通過データは、自動改札機１が設置された駅の駅名及び入出場の区別である。日時
は、利用者が自動改札機１を通過した日時である。日時のフォーマット形式は、例えばｙ
ｙｙｙ／ｍｍ／ｄｄ　ｈｈ：ｍｍ：ｓｓである。
　例えば、図３の改札ログテーブル１Ｔから、カードＩＤ＝ＩＤ００１の券により鉄道を
利用した利用者は、次の行動を取ったことがわかる。当該利用者は、２０ＸＸ年４月１日
１２時３０分１４秒にＡ駅に入場し、２０ＸＸ年４月１日１５時３９分５２秒にＢ駅から
出場した。また、当該利用者は、２０ＸＸ年４月２日９時７分３９秒にＢ駅に入場し、２
０ＸＸ年４月２日１２時５８分３秒にＣ駅から出場した。
【００２５】
　図４は、最短移動時間テーブル２Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
最短移動時間テーブル２Ｔは、入場駅から出場駅までの区間を列車で移動する場合、その
最短移動時間を路線別に登録するテーブルである。
【００２６】
　最短移動時間テーブル２Ｔは、路線、区間及び最短移動時間の各列を含む。路線は、路
線名である。なお、途中駅で路線の乗り換えが可能な場合、路線列にはｉ線→ｋ線のよう
に、乗り換え前の路線、矢印及び乗り換え後の路線が格納される。矢印は、乗り換え順序
を示している。区間は、利用者が列車に乗車した区間である。区間には、入場駅、矢印及
び出場駅が登録される。矢印は、列車の移動方向を示している。最短移動時間は、路線及
び区間に係る最短移動時間である。例えば、利用者が急行電車を利用した場合、各停電車
よりも短時間で出場駅に到達するとき、最短移動時間には利用者が急行電車を利用した場
合の所要時間が登録される。また、入場駅から出場駅までの移動の間に、途中下車が可能
な途中駅が存在する場合、最短移動時間には利用者が途中下車せずに、移動したときの所
要時間が登録される。
【００２７】
　図５は、運行記録テーブル３Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。運行
記録テーブル３Ｔは、日付別、路線別かつ便別の列車が運行した時刻を登録するテーブル
である。なお、ハードディスク３４は、運行記録テーブル３Ｔの代わりに時刻表を記憶し
ていてもよい。かかる場合、算出装置３は、時刻表を用いて列車の発着時刻を参照する。
【００２８】
　運行記録テーブル３Ｔは、年月日、路線、便名、始発駅発時刻、途中駅着／発時刻及び
終着駅到着時刻の各列を含む。年月日は、列車が運行した年月日である。年月日のフォー
マット形式は、例えばｙｙｙｙ／ｍｍ／ｄｄである。路線は、路線名である。便名は、運
行した列車の名称である。始発駅発時刻は、始発駅の名称及び発車時刻である。発車時刻
のフォーマット形式は、例えばｈｈ：ｍｍである。途中駅着／発時刻は、便が始発駅と到
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着駅との間に途中停車する駅がある場合、その停車する途中駅名並びに到着時刻及び発車
時刻である。到着時刻及び発車時刻のフォーマット形式は、例えばｈｈ：ｍｍである。図
５の運行記録テーブル３Ｔの例では、途中駅着／発時刻は１列のみであるが、途中停車の
駅が複数である場合、その数だけ途中駅着／発時刻の列数が用意される。終着駅到着時刻
は、終着駅の名称及び到着時刻である。到着時刻のフォーマット形式は、例えばｈｈ：ｍ
ｍである。
【００２９】
　なお、途中停車駅における到着時刻及び発車時刻が分レベルで同一である場合、到着時
刻及び発車時刻のいずれか一方の時刻が途中駅着／発時刻に登録される。図５の先頭レコ
ードの途中駅着／発時刻は、到着時刻及び発車時刻が分レベルで同一である場合を示して
いる。到着時刻及び発車時刻が分レベルで異なる場合、途中駅着／発時刻には到着時刻及
び発車時刻の両方の時刻が登録されてもよいし、いずれか一方の時刻が登録されてもよい
。便が途中停車駅を有さない列車である場合、途中駅着／発時刻列は空欄である。図５の
２行目及び３行目のレコードは、便が途中停車駅を有さない列車である場合を例示してい
る。
【００３０】
　図６は、路線テーブル４Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。路線テー
ブル４Ｔは、路線の接続関係を登録するテーブルである。路線テーブル４Ｔは、例えば駅
毎に接続している路線を登録するテーブルである。
　路線テーブル４Ｔは、駅名、路線１、路線２、路線３、…路線ｎの各列を含む。駅名は
、駅の名称である。路線１、路線２、路線３、…路線ｎは、駅名の駅で接続している路線
の名称である。例えば図６のＡ駅では、ｉ線、ｊ線及びｋ線の３路線が接続されている。
従って、Ａ駅では、これら３路線間において列車の乗り換えが可能である。例えば図６の
Ｄ駅で接続している路線は、ｊ線のみである。従って、Ｄ駅では、路線間の列車の乗り換
えはない。
【００３１】
　なお、ここでの列車の乗り換えは、改札内における列車の乗り換えである。算出装置３
は、利用者が自動改札機１を通過して改札から出場した場合、鉄道利用者数算出システム
が関与しない他の鉄道事業者の列車への乗り換えを考慮しない。
　また、路線の接続関係が運行記録テーブル３Ｔ又は時刻表から抽出可能である場合、路
線テーブル４Ｔはなくてもよい。
【００３２】
　図７は、駅設備規模係数テーブル５Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である
。駅設備規模係数テーブル５Ｔは、駅に設置されている設備の規模又は内容を登録するテ
ーブルである。なお、駅設備規模係数テーブル５Ｔは、鉄道の設備を登録するテーブルの
一例である。他の鉄道の設備として、例えば列車内の無線ＬＡＮスポット、トイレ、公衆
電話、案内表示器等がある。
　駅設備規模係数テーブル５Ｔは、駅ＩＤ、駅名及び改札内店舗数の各列を含む。駅ＩＤ
は、駅を識別する識別記号である。駅名は、駅の名称である。改札内店舗数は、改札内に
設置された店舗の数である。
【００３３】
　図７は、駅設備の規模を店舗の数で代表している。しかし、駅設備規模係数テーブル５
Ｔが示す駅設備の規模は、改札内に設置された自動販売機の台数、待合施設の総床面積等
でもよい。また、駅設備の規模は、トイレの設置数、貼付等された広告枚数、広告売上、
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置数、無線ＬＡＮスポットの設置数等でもよい。更に
は、駅設備の規模は、複数の設備の組み合わせでもよい。
【００３４】
　図８は、駅テーブル５１Ｔ及び売上テーブル５２Ｔのレコードレイアウトの一例を示す
説明図である。図８Ａは、駅テーブル５１Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図で
ある。図８Ｂは、売上テーブル５２Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
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図８Ａの駅テーブル５１Ｔ及び図８Ｂの売上テーブル５２Ｔは、結合されることにより駅
設備規模係数テーブル５Ｔを構成するテーブル例である。図８の駅テーブル５１Ｔ及び売
上テーブル５２Ｔでは、駅設備の規模が改札内の店舗における売上金額で代表されている
。
【００３５】
　駅テーブル５１Ｔは、駅ＩＤ及び駅名の各列を含む。駅ＩＤ及び駅名は、夫々図８の駅
設備規模係数テーブル５Ｔの駅ＩＤ及び駅名と同じである。売上テーブル５２Ｔは、店舗
ＩＤ、駅ＩＤ、店舗名及び平均売上の各列を含む。店舗ＩＤは、改札内の店舗を識別する
識別記号である。駅ＩＤは、図８の駅設備規模係数テーブル５Ｔの駅ＩＤと同じである。
店舗名は店舗の名称である。平均売上は、所定期間における店舗の総売上金額に基づく平
均売上金額である。平均売上は、例えば過去１年間の総売上金額を月当たりの平均金額に
換算したものである。平均売上の単位は、例えば円である。
　駅テーブル５１Ｔの駅ＩＤと売上テーブル５２Ｔの駅ＩＤとは、関連付けられている。
従って、駅テーブル５１Ｔと売上テーブル５２Ｔとを結合することにより、改札内の店舗
における売上金額で駅設備の規模を代表する駅設備規模係数テーブル５Ｔが構築される。
【００３６】
　図９は、鉄道利用指標テーブル６Ｔのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
鉄道利用指標テーブル６Ｔは、マクロ的に計測された路線別の列車乗客数を登録するテー
ブルである。
　鉄道利用指標テーブル６Ｔは、路線ＩＤ、路線名及び１日平均乗客数の各列を含む。路
線ＩＤは、路線を識別する識別記号である。路線名は、路線の名称及び列車の進行方向で
ある。進行方向は、例えば上り及び下りで区別される。１日平均乗客数は、所定期間にお
ける全便の全乗客数に基づく１日当たりの平均乗客数である。１日平均乗客数は、例えば
路線の全便について過去１年間の総乗客数を１日当たりの平均乗客数に換算したものであ
る。１日平均乗客数の元となるデータは、限定された観察位置における駅員の目視観察、
カメラ映像等から推定された鉄道利用者数である。
【００３７】
　なお、鉄道利用指標テーブル６Ｔには、路線別の平均乗客数より詳しい、便別の平均乗
客数も登録されてよい。
　また、鉄道利用指標テーブル６Ｔは、更に駅ＩＤ、駅名及び１日平均駅利用者数の各列
を含んでもよい。駅ＩＤ及び駅名は、夫々駅設備規模係数テーブル５Ｔの駅ＩＤ及び駅名
と同じである。１日平均駅利用者数は、所定期間における１日当たりの平均駅利用者数で
ある。１日平均駅利用者数は、例えば自動改札機１を通過した過去１年間の利用者数を１
日当たりの平均利用者数に換算したものである。
　鉄道利用指標テーブル６Ｔは、季節別又は１日の時間帯別の各路線平均乗客数又は各駅
平均利用者数のデータを含んでもよい。
【００３８】
　次に、算出装置３の動作について説明する。算出装置３は、指定された日時に、基本的
に１件の改札ログに対応する１人の利用者が各便又は各駅にいた確率を求める。そして、
算出装置３は、指定された日時に、処理対象である全ての改札ログに対応する利用者が各
便又は各駅にいた確率に基づいて、鉄道利用者数算出システムが対象とする各便に乗車し
ていた利用者及び各駅にいた利用者の数を算出する。
【００３９】
　図１０は、算出装置３の機能構成例を示す機能ブロック図である。図１０の各機能部は
、ＣＰＵ３１がハードディスク３４に記録されたプログラム１Ｐに基づいて動作すること
により実行される。算出装置３は、ログ取り込み部３０１、受付部３０２、抽出部３０３
、生成部３０４、計算部３０５及び算出部３０６を含む。
【００４０】
　ログ取り込み部３０１は、通信部３６を介して、サーバ２から改札ログを取得し、取得
した改札ログを改札ログテーブル１Ｔに格納する。受付部３０２は、日時を受け付ける。
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当該日時は、例えば秒レベルである。算出装置３は、受付部３０２が受け付けた日時に各
便及び各駅に何人の利用者がいたかを算出する。従って、受付部３０２が受け付ける日時
は、鉄道利用者数を算出する処理対象の日時である。
　なお、ＣＰＵ３１は、プログラム１Ｐに基づいて表示部３８にユーザが処理対象日時を
入力するための入力画面（図示せず）を表示する。ユーザは、操作部３９を介して、当該
入力画面に鉄道利用者数を算出する対象の日時を入力する。受付部３０２は、入力画面に
入力された日時を受け付ける。
【００４１】
　抽出部３０３は、受付部３０２が受け付けた日時に鉄道を利用していた利用者に対応す
る改札ログを、改札ログテーブル１Ｔから抽出する。具体的には、抽出部３０３は、受付
部３０２が受け付けた日時に入場駅に入場し、かつ未出場である利用者に対応する改札ロ
グを改札ログテーブル１Ｔから抽出する。あるいは、抽出部３０３は、受付部３０２が受
け付けた日時が入場時刻と出場時刻との間に対応する改札ログを改札ログテーブル１Ｔか
ら抽出する。
【００４２】
　生成部３０４は、抽出部３０３が抽出した改札ログと最短移動時間テーブル２Ｔ、運行
記録テーブル３Ｔ及び路線テーブル４Ｔとを照合し、受付部３０２が受け付けた日時に鉄
道を利用していた利用者の行動パターンを生成する。ここでの行動パターンとは、利用者
がどの路線のどの便に乗車し、入場駅から出場駅までどのように移動したかという行動類
型のことである。利用者は、１つだけの便を利用し、入場駅から出場駅まで移動したかも
しれない。他方、利用者は、途中駅で下車し、途中駅構内の書店で本を立ち読みし、その
後他の便に乗車して入場駅から出場駅まで移動したかもしれない。あるいは、利用者は、
ある路線の便に乗車し、途中駅で別の路線の便に乗り換え、入場駅から出場駅まで移動し
たかもしれない。このような鉄道を利用する利用者の行動パターンは、路線数及び列車の
便数が限られているために、ある程度限られている。そこで、生成部３０４は、実際に列
車が運行した運行記録及び路線の接続関係と、利用者がいつどの駅に入場し、いつどの駅
で列車から降りて改札を出たかということを記録した改札ログとを照合し、利用者が利用
したと考えられる路線、便及び途中下車のパターンを生成する。
【００４３】
　なお、生成部３０４は、レアケースと考えられる行動パターンについては、考慮しても
よいし、考慮しなくてもよい。ここでのレアケースとは、例えば入場駅と出場駅との間に
途中下車可能な駅が３駅ある場合、利用者が３駅の全てにおいて途中下車した場合の行動
パターンである。あるいは、レアケースは、利用者が途中駅３駅のうち、２駅で途中下車
した場合の行動パターンである。
　また、ここでのレアケースとは、例えば東京の山手線、ロンドンの地下鉄サークル線、
北京の地下鉄２号線、シカゴのＬオレンジライン等における環状運転に係る。環状運転の
運転系は円形に1周する形で運行するので、入場駅から出場駅へ移動する行動パターンは
外回りと内回りとの２通りが考えられる。かかる場合、より遠回りの経路を移動する行動
パターンは、レアケースに該当する。
　更に、ここでのレアケースとは、入場駅と出場駅とが一致し、列車の利用が確認できな
いケースである。かかる場合、生成部３０４は、利用者が入場駅に滞在した後、そのまま
出場したものとみなし、駅のみを利用した行動パターンを生成する。
　なお、以下での駅における滞在とは、改札内における滞在である。
【００４４】
　生成部３０４が生成した利用者の行動パターンが１通りである場合、受付部３０２が受
け付けた日時に利用者がどの路線のどの便に乗車していたか、又はどの駅の構内にいたか
ということは一意に確定する。しかし、生成部３０４が生成した利用者の行動パターンが
複数通りである場合、受付部３０２が受け付けた日時に利用者がどの路線のどの便に乗車
していたか、又はどの駅の構内にいたかということは一意ではない。
　そこで、計算部３０５は、生成部３０４が生成した利用者の行動パターンが複数通りで
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ある場合、各行動パターンに対して利用者が当該行動パターンに対応する行動を実行した
確率を計算する。その際、計算部３０５は、駅設備規模係数テーブル５Ｔ又は分析対象の
改札ログに類似した改札ログを用いる。なお、分析対象の改札ログに類似した改札ログは
、改札ログテーブル１Ｔから抽出される。
　ただし、計算部３０５は、生成部３０４が生成した利用者の行動パターンの数が所定数
より多い場合、鉄道利用指標テーブル６Ｔを用いて、利用者が各路線の列車に乗車した確
率及び各駅構内に利用者がいた確率を計算する。
【００４５】
　算出部３０６は、計算部３０５が利用者の行動パターンに対して計算した確率に基づい
て、受付部３０２が受け付けた日時に鉄道を利用していた利用者の数を集計する。すなわ
ち、算出部３０６は、受付部３０２が受け付けた日時に、どの便及びどの駅に何人の利用
者がいたかを集計する。
【００４６】
　上述では、抽出部３０３及び計算部３０５は、改札ログテーブル１Ｔから改札ログを抽
出する。しかし、抽出部３０３及び計算部３０５は、ネットワークＮを介してサーバ２が
有するデータベースから改札ログを逐次取得してもよい。かかる場合、改札ログテーブル
１Ｔ及びログ取り込み部３０１はなくてもよい。
【００４７】
　図１１は、鉄道利用者数算出処理の手順の一例を示すフローチャートである。なお、図
１１では、サーバ２から改札ログを取得し、取得した改札ログを改札ログテーブル１Ｔに
登録する処理は終了しているものとする。
　ＣＰＵ３１は、処理対象日時を受け付ける（ステップＳ１０１）。ＣＰＵ３１は、受け
付けた処理対象日時が入場時刻と出場時刻との間に該当する改札ログを改札ログテーブル
１Ｔから抽出する（ステップＳ１０２）。すなわち、ＣＰＵ３１は、受け付けた処理対象
日時に鉄道を利用していた利用者に対応する改札ログを改札ログテーブル１Ｔから抽出す
る。ＣＰＵ３１は、抽出した改札ログから未処理の改札ログを一つ選択する（ステップＳ
１０３）。
【００４８】
　ＣＰＵ３１は、場合分け処理を実行する（ステップＳ１０４）。場合分け処理とは、改
札ログを利用者の行動パターンによって場合分けし、場合分けした改札ログに対応する行
動パターンに対応する確率を計算する処理である。ＣＰＵ３１は、未処理の改札ログがあ
るか否かを判定する（ステップＳ１０５）。ＣＰＵ３１は、未処理の改札ログがあると判
定した場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、ステップＳ１０３に処理を戻す。ＣＰＵ３１
は、未処理の改札ログがないと判定した場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、確率が計算さ
れた全行動パターンに基づいて、受け付けた日時における鉄道の利用者数を集計し（ステ
ップＳ１０６）、処理を終了する。
【００４９】
　ステップＳ１０４の場合分け処理により、ＣＰＵ３１は、改札ログを４種類に分類する
。これら４種類の改札ログを夫々確定ログ、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログと呼
ぶ。
　確定ログとは、一意にユーザの行動パターンを確定することができる改札ログである。
確定ログは、例えば利用者が乗車した列車の路線と便とが一意に確定する情報を有した改
札ログである。
　路線確定ログとは、利用者が乗車した列車の路線が一意に確定する情報を有した改札ロ
グである。路線確定ログから利用者が乗車した列車の便は一意に確定しない。
　限定ログとは、利用者が乗車した列車の路線と便とが共に一意に確定しないものの、利
用者の行動パターンの数を所定数以下に限定することができる情報を有する改札ログであ
る。
　非限定ログとは、利用者が乗車した列車の路線と便とが共に一意に確定せず、利用者の
行動パターンの数を所定数以下に限定することができない情報を有する改札ログである。
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【００５０】
　以下、確定ログ、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログについて、具体的な事例を挙
げて説明する。確定ログ、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログの事例紹介の後に、算
出装置３が行動パターンを生成する処理及び確率を計算する処理の流れを、フローチャー
トを用いて説明する。
【００５１】
　図１２、図１３、図１４及び図１５は、確定ログを説明するための説明図である。図１
２は、確定ログに対応する改札ログテーブル１Ｔのレコード例を示す説明図である。図１
３は、最短移動時間テーブル２Ｔのレコード例を示す説明図である。図１４は、運行記録
テーブル３Ｔのレコード例を示す説明図である。なお、図１４では、途中駅着／発時刻列
を省略している。図１５は、路線図の一例を示す説明図である。図１５は、路線テーブル
４Ｔの情報を視覚化した路線図である。
【００５２】
　図１２より、利用者はＡ駅に入場し、Ｂ駅から出場したことがわかる。その間の経過時
間は１０分４８秒である。図１５より、Ａ駅とＢ駅とを結ぶ路線はｉ線とｊ線との２路線
があることがわかる。しかし、経過時間と図１３の最短移動時間との比較から、ｊ線の最
短移動時間１２分は経過時間より長いため、利用者はｉ線を利用したことが確定する。ま
た、図１２の日時と図１４の始発駅発時刻及び終着駅到着時刻との比較から、利用者はｉ
線のＹ便に乗り、Ｃ駅で途中下車することなく、Ｂ駅に到達したことがわかる。図１２の
改札ログの日時は、ｉ線のＸ便及びＺ便の運行記録と整合しないからである。従って、図
１２の改札ログに対応する利用者の行動パターンは、次の１つのみに確定する。
　Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３２）→Ｙ便乗車（１２：３２～１２：４
１）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４１～１２：４２：０２）
【００５３】
　図１２の改札ログは、一意にユーザの行動パターンを確定することができるため、確定
ログとなる。改札ログが確定ログである場合、算出装置３は確定ログに対応する行動パタ
ーンに計算結果の確率として１を設定する。
【００５４】
　図１６、図１７、図１８、図１９及び図２０は、路線確定ログを説明するための説明図
である。図１６は、路線確定ログに対応する改札ログテーブル１Ｔのレコード例を示す説
明図である。図１７は、最短移動時間テーブル２Ｔのレコード例を示す説明図である。図
１８は、運行記録テーブル３Ｔのレコード例を示す説明図である。図１９は、駅設備規模
係数テーブル５Ｔのレコード例を示す説明図である。図２０は、路線図の一例を示す説明
図である。図２０は、路線テーブル４Ｔの情報を視覚化した路線図である。
【００５５】
　図１６より、利用者はＡ駅に入場し、Ｂ駅から出場していることがわかる。図２０の路
線図より、Ａ駅とＢ駅とを結ぶ路線はｉ線のみである。従って、図１６の改札ログに対応
する利用者の行動パターンはｉ線を利用してＡ駅からＢ駅へ移動したパターンであること
がわかる。図１６の改札ログは、利用者の行動パターンにおける利用路線が一意に確定す
るため、路線確定ログである。
【００５６】
　図１６より、利用者がＡ駅に入場し、Ｂ駅から出場するまでの経過時間は３２分４秒で
ある。他方、図１７の最短移動時間は９分である。経過時間３２分４秒と最短移動時間９
分との差は２３分４秒であり、利用者が駅構内の店舗で２０分以上を過ごした可能性、利
用者が複数の便を乗り継いで移動した可能性等が考えられる。
【００５７】
　そこで、算出装置３は、経過時間と最短移動時間との差が所定時間より長い場合、駅の
設備を利用した駅の滞在を含む行動パターンを生成する。ここでは仮に、算出装置３は、
経過時間と最短移動時間との差を閾値２０分と比較するものとする。算出装置３は、２３
分４秒と閾値２０分とを比較し、経過時間と最短移動時間との差が閾値より長いと判定す
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る。そして、算出装置３は、図２０の路線図から利用者がＡ、Ｃ、Ｂ駅のいずれかで所定
時間以上滞在した行動パターンを生成する。例えば、駅に滞在する所定時間を２０分以上
に設定した場合、算出装置３は、図２０の路線図からＡ駅での２０分以上の滞在、Ｃ駅で
の２０分以上の滞在、Ｂ駅での２０分以上の滞在の３通りの行動パターンの生成を試みる
。
【００５８】
　次に、算出装置３は、駅滞在が２０分を超える場合の列車乗車パターンをリストアップ
する。図１６の改札ログと図１８の運行記録を照合した場合、Ａ駅での滞在が２０分を超
えるのは、利用者がＸＺ便を利用したときのみである。Ｃ駅での滞在が２０分を超えるの
は、利用者がＹ便に乗りＣ駅で途中下車し、Ｃ駅からＸＺ便に乗ったときのみである。Ｂ
駅での滞在が２０分を超えるのは、利用者がＹ便を利用したときのみである。算出装置３
は、推定した３つの行動パターンに対して、図１９の改札内店舗数に応じた確率を計算す
る。具体的には、算出装置３は、Ａ駅、Ｂ駅及びＣ駅の改札内店舗数の比率である３：６
：４に基づいて、各駅に滞在した場合の行動パターンに対して確率を計算する。
【００５９】
　上述の３つの行動パターン及び確率を以下に示す。
（１）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：５３）→ＸＺ便乗車（１２：５３～１
３：０２）→Ｂ駅滞在・出場（１３：０２～１３：０３：１８）
　Ａ駅滞在の場合の確率は、（１００×３）／（３＋６＋４）＝２３．０８％である。
（２）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３２）→Ｙ便乗車（１２：３２～１２
：３６）→Ｃ駅滞在（１２：３６～１２：５７）→ＸＺ便乗車（１２：５７～１３：０２
）→Ｂ駅滞在・出場（１３：０２～１３：０３：１８）
　Ｃ駅滞在の場合の確率は、（１００×６）／（３＋６＋４）＝４６．１５％である。
（３）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３２）→Ｙ便乗車（１２：３２～１２
：４１）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４１～１３：０３：１８）
　Ｂ駅滞在の場合の確率は、（１００×４）／（３＋６＋４）＝３０．７７％である。
【００６０】
　上述の事例では、Ａ駅、Ｃ駅及びＢ駅の夫々について、駅での滞在時間が２０分を超え
る行動パターンが複数生成された。他方、滞在時間が２０分を超える駅が１つもない場合
、算出装置３は駅での所定時間以上の滞在なしの行動パターンとみなし、処理対象の改札
ログに類似する改札ログを利用して、各行動パターンに対応する確率を計算する。この類
似する改札ログを用いた処理については、限定ログの事例説明において後述する。
【００６１】
　上述の路線確定ログの事例では、改札内店舗数を確率算出の基準としたが、改札内店舗
数及び店舗の売上金額を確率算出の基準にしてもよい。あるいは、店舗の売上金額のみを
確率算出の基準にしてもよい。確率算出の基準にする駅設備規模係数は、改札内で利用可
能な設備の数又は内容に応じた数値であればよく、改札内店舗以外の他の設備に係る数値
でもよい。
　また、自動改札機１を通過するのに電子決済カードが使用され、かつ当該電子決済カー
ドがある駅の改札内店舗で使用された場合、利用者の滞在駅を当該電子決済カードが使用
された改札内店舗が位置する駅に確定してもよい。
【００６２】
　上述の路線確定ログの事例では、行動パターンが複数生成された。しかし、行動パター
ンが１通りしか生成されない場合もある。かかる場合、改札ログは、確定ログに分類され
、１通りの行動パターンに対して設定される確率は１となる。
【００６３】
　上述の路線確定ログの事例では、経過時間と最短移動時間との差は２０分という閾値と
比較された。当該閾値は、定数としてプログラム１に記述してもよいし、算出装置３がユ
ーザから受け付けてもよい。算出装置３が経過時間及び最短移動時間の差と比較される閾
値をユーザから受け付ける場合、ＣＰＵ３１はそのための入力画面（図示せず）を表示部
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３８に表示し、ユーザは操作部３９を介して当該入力画面から閾値を入力する。
　また、利用者が駅に所定時間以上滞在する行動パターンを生成する場合、当該所定時間
は、前記閾値と同じ時間でもよいし、異なる時間でもよい。当該所定時間を前記閾値と異
なる時間に設定する場合、当該所定時間はプログラム１に記述してもよいし、算出装置３
がユーザから受け付けてもよい。
【００６４】
　上述の路線確定ログの事例では、駅滞在が２０分を超える場合の列車乗車パターンは、
Ａ、Ｃ及びＢ駅に滞在する場合の夫々について１通りであった。しかし、例えばＣ駅で２
０分以上滞在する場合、乗車可能な便が複数あるとき、算出装置３は便の設備の規模又は
内容に応じて複数の列車乗車パターンに確率を割り振ってもよい。
【００６５】
　図２１、図２２、図２３及び図２４は、限定ログを説明するための説明図である。図２
１は、限定ログに対応する改札ログテーブル１Ｔのレコード例を示す説明図である。図２
２は、最短移動時間テーブル２Ｔのレコード例を示す説明図である。図２３は、運行記録
テーブル３Ｔのレコード例を示す説明図である。図２４は、路線図の一例を示す説明図で
ある。図２４は、路線テーブル４Ｔの情報を視覚化した路線図である。
【００６６】
　図２１より、利用者はＡ駅に入場し、Ｂ駅から出場していることがわかる。図２４の路
線図より、Ａ駅とＢ駅とを結ぶ路線はｉ線、ｊ線並びにＣ駅での乗り換えによるｉ線及び
ｋ線の３路線である。図２１の改札ログに基づく経過時間は、２１分４７秒であり、図２
２による各路線の最短移動時間と大きな差はない。生成可能な行動パターンは１通りでは
ないので、図２１の改札ログは確定ログではない。また、行動パターンに対応する路線は
１通りではないので、図２１の改札ログは路線確定ログでもない。算出装置３は、図２１
の改札ログと図２３の運行記録とを照合し、運行記録と整合する行動パターンとして次の
５パターンを生成する。
【００６７】
（１）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３２）→Ｘ便乗車（１２：３２～１２
：４１）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４１～１２：５３：０１）
　この行動パターンは、ｉ線を利用している。
（２）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：４０）→Ｙ便乗車（１２：４０～１２
：４９）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４９～１２：５３：０１）
　この行動パターンは、ｉ線を利用している。
（３）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３２）→Ｘ便乗車（１２：３２～１２
：３７）→Ｃ駅滞在（１２：３７～１２：３８）→ＢＢ便乗車（１２：３８～１２：４６
）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４６～１２：５３：０１）
　この行動パターンは、ｉ線及びｋ線を利用している。
（４）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：３３）→α便乗車（１２：３３～１２
：４５）→Ｂ駅滞在・出場（１２：４５～１２：５３：０１）
　この行動パターンは、ｊ線を利用している。
（５）Ａ駅入場・滞在（１２：３１：１４～１２：４０）→β便乗車（１２：４０～１２
：５２）→Ｂ駅滞在・出場（１２：５２～１２：５３：０１）
　この行動パターンは、ｊ線を利用している。
【００６８】
　利用された路線が一意に確定せず、算出された利用者の行動パターンの数が所定数より
多い場合、個々の行動パターンの確実度は低い。かかる場合は、従来のマクロ的な鉄道利
用に関する統計情報すなわち鉄道利用指標テーブル６Ｔに基づいて、利用者が各路線の列
車に乗車していた確率及び利用者が各駅の改札内にいた確率を求めることが妥当である。
　なお、利用者の行動パターンの数と比較される所定数は、閾値としてプログラム１に記
述してもよいし、算出装置３がユーザから受け付けてもよい。算出装置３が行動パターン
の数と比較する閾値をユーザから受け付ける場合、ＣＰＵ３１はそのための入力画面（図
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示せず）を表示部３８に表示し、ユーザは操作部３９を介して当該入力画面から閾値を入
力する。
【００６９】
　他方、利用された路線が一意に確定せず、算出された利用者の行動パターンの数が所定
数より少ない場合、行動パターンの数に応じて均等に割り振った確率を当該行動パターン
に設定することが考えられる。例えば、上述の５パターンの場合、各行動パターンに２０
％ずつの確率を割り振るのである。しかし、改札ログテーブル１Ｔに登録されている改札
ログの数は一般に膨大であり、改札ログテーブル１Ｔには処理対象の改札ログに類似する
改札ログが含まれている。以下、処理対象の改札ログに類似する改札ログを類似ログと呼
ぶ。算出装置３は、類似ログを利用して、後述する確率計算を実行する。
【００７０】
　処理対象の改札ログだけではなく、類似ログを複数集めて処理対象の改札ログに対応付
けることにより、処理対象の改札ログの母集団は増大し、生成される行動パターンの確実
度を向上させることができる。
　改札ログは、概念として、乗客の行動を極めて粗くサンプリングした測定結果であると
みなすことができる。サンプリングが粗いため、対象である利用者の行動はよくわからな
いが、利用者の行動と改札ログとが矛盾することはない。一般に、サンプリングが粗くて
も、同一対象に対して少しずつサンプリングのタイミングをずらし、何回も測定した場合
、測定対象は正確に観測されるようになる。この考え方に基づく場合、同じ行動パターン
（便・路線）を測定（改札）し、少しずつサンプリングのタイミング（改札通過時刻）が
異なるデータ（改札ログ）を多数集めることにより、利用者の行動の推定結果はより正確
になると考えられる。
【００７１】
　第一に考えられる類似ログは、利用者、入場駅及び出場駅が処理対象の改札ログと同じ
である他の改札ログである。例えば、通勤者、通学者等の行動パターンは、毎日同一であ
ることが普通である。このような通勤者、通学者等の行動パターンに対応して毎日蓄積さ
れる改札ログは、第一の類似ログとなる。
　通勤・通学・日常的な移動等を考えた場合、同一の利用者は、同一便を利用する可能性
が高い。また、同一の利用者が同一便を利用しない場合であっても、同じ路線を利用する
可能性が高い。
【００７２】
　第二に考えられる類似ログは、利用者及び出場駅が処理対象の改札ログと同じである他
の改札ログである。処理対象の改札ログと第二の類似ログとに夫々対応する入場駅は異な
る。この第二の類似ログに対応する路線は、処理対象の改札ログに対応する路線と異なる
可能性がある。しかし、出場駅付近における利用経路は共通している可能性が高いと考え
られる。例えば、勤務先又は通学先から利用者が何らかの都合により寄り道して帰宅する
場合、入場駅は毎日の行動パターンと異なる駅であっても、出場駅は毎日の行動パターン
と同一の駅である可能性が高い。
【００７３】
　第三に考えられる類似ログは、出場駅が処理対象の改札ログと同じであり、出場時刻が
処理対象の改札ログの出場時刻と近接する他の改札ログである。ここで近接する出場時刻
とは、例えば前後１分以内の差を有する時刻のことである。第三の類似ログは、第一及び
第二の類似ログのように利用者個人の鉄道利用における規則性に基づく類似データではな
い。しかし、第三の類似ログに基づく行動パターンは、出場時刻の近接から処理対象の改
札ログに基づく行動パターンと出場駅付近における利用者の行動に類似性が考えられる。
　利用者が異なる場合であっても、出場時間の近接という条件を付けることにより、第三
の類似ログに係る降車時の便は、処理対象の改札ログに基づく行動パターンの便と同一で
あった可能性が高くなる。
【００７４】
　なお、処理対象の改札ログと他の改札ログとの類似判定の方法には、他の方法も考えら
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れる。例えば、鉄道を利用する利用者の行動パターンに係る季節、月、曜日、時間帯、利
用者の属性等の要素を類似判定に組み込んでもよい。
【００７５】
　算出装置３は、類似判定基準に従って、改札ログテーブル１Ｔから処理対象の改札ログ
に類似する改札ログを抽出する。
　以下、具体的に類似ログを抽出する処理の一例を説明する。
　算出装置３は、処理対象の改札ログに対し、利用者が同一かつ入場駅及び出場駅が共に
共通し、日時の相違が３か月以内である改札ログを改札ログテーブル１Ｔから抽出する。
　算出装置３は、処理対象の改札ログに対し、利用者が同一かつ出場駅が共通し、日時の
相違が３か月以内である改札ログを改札ログテーブル１Ｔから抽出する。
　算出装置３は、処理対象の改札ログに対し、利用者が異なり、かつ出場駅が共通し、出
場時刻が前後１分以内である改札ログを改札ログテーブル１Ｔから抽出する。
【００７６】
　算出装置３は、処理対象の改札ログ及び抽出した類似ログに重み付与を施す。
　処理対象の改札ログと類似ログとの類似性は、第一、第二及び第三の類似ログの順に低
くなる。類似性の高い類似ログほど、その行動パターンは処理対象の改札ログに基づいて
生成された行動パターンに近接すると考えられる。そこで、算出装置３は、類似性がより
高い類似ログにより大きな重みを付与する。そして、算出装置３は、処理対象の改札ログ
に最大の重みを付与する。
【００７７】
　以下、処理対象の改札ログ及び類似ログに対する具体的な重み付与の一例を説明する。
　処理対象の改札ログに１００の重みを付与する。
　類似ログに付与する重みは、類似ログに基づく行動パターンと処理対象の改札ログに基
づく行動パターンとの類似性に応じて、決定する。
　利用者が同一かつ曜日が同一の行動パターンに対応する類似ログについては、処理対象
の改札ログの利用日に対して、利用日が前後１週間以内の場合は８０、前後２週間以内の
場合は７８、前後３週間以内の場合は７６の重みを付与する。以降、利用日が更に１週間
隔たる毎に２ずつ付与する重みを減ずる。
　利用者が同一かつ曜日が異なる行動パターンに対応する類似ログについては、処理対象
の改札ログの利用日に対して、利用日が前後２週間以内の場合は６０、前後４週間以内の
場合は５５、前後６週間以内の場合は５０の重みを付与する。以降、利用日が更に２週間
隔たる毎に５ずつ付与する重みを減ずる。
　利用者が同一かつ時刻のＡＭ／ＰＭが異なる行動パターンに対応する類似ログについて
は、上記重みに０．５を掛けたものを重みとする。
　利用者が同一かつ入場駅が異なる行動パターンに対応する類似ログについては、上記重
みに０．５を掛けたものを重みとする。
　利用者が異なる行動パターンに対応する類似ログについては、一律に６０の重みを付与
する。
【００７８】
　算出装置３は、抽出した類似ログと運行記録テーブル３Ｔ等とを照合し、類似ログに基
づく行動パターンを生成する。そして、算出装置３は、処理対象の改札ログに基づく行動
パターン及び類似ログに基づく行動パターンに対して、確率を計算する。
　まず、生成した行動パターンの数で１００％の確率を均等割りする。例えば、処理対象
の改札ログに基づく行動パターンが２つである場合、夫々５０％ずつの確率を割り振りす
る。また、抽出した類似ログに基づく行動パターンが３つである場合、夫々３３．３％ず
つの確率を割り振る。以下、行動パターンの数で１００％の確率を均等割りした確率をベ
ース確率と呼ぶ。別の言葉で表現した場合、ベース確率は、生成した行動パターンの数の
逆数である。
【００７９】
　次に、算出装置３は、処理対象の改札ログに基づく行動パターンと、類似ログに基づく
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行動パターンとの対応付けを実行する。ここでの対応付けとは、類似ログに基づく行動パ
ターンにおける重み及びベース確率を処理対象の改札ログの確率に組み込むことである。
　算出装置３は、処理対象の改札ログに基づく行動パターンと、類似ログに基づく行動パ
ターンとが完全に一致する場合、そのまま対応付けを行う。算出装置３は、処理対象の改
札ログに基づく行動パターンと、類似ログに基づく行動パターンとが完全に一致しない場
合、行動パターンの類似性に基づいて、対応付けを場合分けする。ここで、行動パターン
の類似性の判断基準は様々なものが設定されてよい。
【００８０】
　以下に、処理対象の改札ログに基づく行動パターンと、類似ログに基づく行動パターン
とが完全に一致しない場合における行動パターンの対応付けの一例を示す。
　算出装置３は、類似ログに基づく行動パターンにおいて、最終利用便が処理対象の改札
ログに基づくいずれの行動パターンの最終利用便とも一致しない場合、対応付けをしない
。それは、かかる場合、行動パターンにおける類似度が極めて低いと考えられるからであ
る。なお、対応付けをしない処理は、確率計算上における補正処理でもあるともいえる。
【００８１】
　他方、算出装置３は、類似ログに基づく行動パターンの最終利用便が処理対象の改札ロ
グに基づくいずれかの行動パターンの最終利用便と一致する場合、対応付けを実行する。
また、算出装置３は、類似ログに基づく行動パターンにおいて、最終利用便が処理対象の
改札ログに基づくいずれかの行動パターンの最終利用便と一致しない場合でも、最終利用
便の路線が一致する場合には、対応付けを実行する。ただし、算出装置３は、対応付ける
場合であっても、類似ログに基づく行動パターンにおける最終利用便又は最終利用便の路
線が処理対象の改札ログに基づく複数の行動パターンと一致するときは、次の処理を実行
する。すなわち、算出装置３は、類似ログに基づく行動パターンのベース確率を一致する
処理対象の改札ログに基づく行動パターンの数で除算し、除算したベース確率を当該対応
付け可能な行動パターンに夫々対応付ける。
【００８２】
　算出装置３は、対応付けが終了した場合、処理対象の改札ログに基づく各行動パターン
に対する確率を、次の（１）式により計算する。
　限定ログに係る確率＝Σ（重み×ベース確率）／Σ（重み）　・・・（１）
　ただし、算出装置３は、（１）式の分母の重みから、対応付けをしない類似ログに基づ
く行動パターンの重みは除外する。
【００８３】
　図２５は、限定ログに基づいて生成された各行動パターンに対する確率計算要素を一覧
表示した説明図である。
　識別子は、各行動パターンを識別する番号である。改札ログの属性は、改札ログのカー
ドＩＤ、日時及び重みである。ベース確率は、処理対象の改札ログ及び類似ログに対して
均等割りされたベース確率である。行動パターンは、処理対象の改札ログ及び類似ログに
基づいて、生成された利用者の行動パターンである。
【００８４】
　識別子［１］～［５］に対応する改札ログは、処理対象の改札ログである。
　識別子［６］～［１１］に対応する改札ログは、類似ログの例を示している。図２５の
例では、ＩＤ００１、３月２５日の類似ログ、ＩＤ００１、３月２３日の類似ログ及びＩ
Ｄ００３、４月１日の合計３件の類似ログが抽出されている。カードＩＤが同一である場
合、利用者は同一とみなされるため、１件目の３月２５日及び２件目の３月２３日の類似
ログに対応する利用者は、処理対象の改札ログに対応する利用者と同一である。他方、３
件目の４月１日の類似ログに対応する利用者は、処理対象の改札ログに対応する利用者と
異なる。
【００８５】
　図２５の類似ログを、上述の類似ログを抽出する条件例に照らして説明する。
　識別子［６］～［８］に対応する１件目の類似ログは、利用者が同一かつ入場駅及び出
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場駅が共に共通し、日時の相違が３か月以内である場合に対応する。
　識別子［９］に対応する２件目の類似ログは、利用者が同一かつ出場駅が共通し、日時
の相違が３か月以内である場合に対応する。
　識別子［１０］～［１１］に対応する３件目の類似ログは、利用者が異なり、かつ出場
駅が共通し、出場時刻が前後１分以内である場合に対応する。
【００８６】
　図２５の処理対象の改札ログ及び類似ログに付与する重みを、上述の重み付与条件例に
照らして説明する。
　処理対象の改札ログには、１００の重みが付与されている。
　識別子［６］～［８］に対応する１件目の類似ログには、利用者が同一かつ曜日が同一
の行動パターンに対応し、利用日が前後１週間以内である場合の類似ログであるとして、
８０の重みが付与されている。
　識別子［１０］に対応する２件目の類似ログには、利用者が同一かつ曜日が異なる行動
パターンに対応し、利用日が前後２週間以内である場合の重み６０に、入場駅が異なる場
合の０．５を掛けた３０の重みが付与されている。
　識別子［１０］～［１１］に対応する３件目の類似ログには、利用者が異なる行動パタ
ーンに対応し、一律に６０の重みが付与されている。
【００８７】
　識別子［１］～［５］の行動パターンは、図２１の改札ログと、図２２の最短移動時間
、図２３の運行記録及び図２４の路線図を照合し、生成された５つの行動パターンである
。ここでは、処理対象の改札ログを図２１の限定ログであるものとする。図２１の限定ロ
グに基づいて生成された５つの行動パターンを以下では、元データと呼ぶ。
　元データに対するベース確率は、元データの数が５つであるため、１００％の確率を均
等に割り振り、各２０％である。
【００８８】
　識別子［６］～［１１］の行動パターンは、抽出した類似ログと運行記録等とを照合し
、夫々生成されたものとする。
　識別子［６］～［８］に対応する行動パターンの数は３つであるため、これらの行動パ
ターンに対するベース確率は、１００％の確率を均等に割り振り、各３３．３％である。
　識別子［９］に対応する行動パターンの数は１つであるため、この行動パターンに対す
るベース確率は１００％である。
　識別子［１０］～［１１］に対応する行動パターンの数は２つであるため、これらの行
動パターンに対するベース確率は、１００％の確率を均等に割り振り、各５０％である。
【００８９】
　元データに対する図２５の類似ログに基づいた行動パターンの対応付けについて説明す
る。
　識別子［６］、［７］、［８］の行動パターンは、夫々識別子［１］、［２］、［４］
の元データにおける行動パターンと完全一致する。従って、算出装置３は、識別子［６］
、［７］［８］の行動パターンを、そのまま識別子［１］、［２］、［４］の元データに
対応付ける。
　識別子［９］の行動パターンは、元データにおける全ての行動パターンと完全一致しな
い。しかし、識別子［９］の行動パターンにおける最終利用便の路線はｉ線であり、識別
子［１］及び［２］の元データにおける最終利用便のｉ線と一致する。かかる場合、対応
付け可能な元データの数は［１］及び［２］の２つであるため、算出装置３は、識別子［
９］の行動パターンに対応するベース確率１００％を２で除した５０％を、識別子［１］
及び［２］の元データに夫々割り振って対応付ける。
【００９０】
　識別子［１０］の行動パターンは、その最終利用便であるｉ線のＹ便が識別子［２］の
元データの最終利用便であるｉ線のＹ便と一致する。従って、算出装置３は、識別子［１
０］の行動パターンを識別子［２］の元データに対応付ける。
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　識別子［１１］の行動パターンは、元データにおける全ての行動パターンと完全一致し
ない。また、識別子［１１］の行動パターンにおける最終利用便のｚｚ便は全ての元デー
タに含まれない。更には、識別子［１１］の行動パターンにおける最終利用便のｌ線も全
ての元データに含まれない。従って、算出装置３は、識別子［１１］の行動パターンをい
ずれの元データにも対応付けない。
　識別子［１０］及び［１１］の行動パターンに対応する類似ログの重みは６０である。
しかし、（１）式の分母の計算時に、識別子［１１］に対応する重みは除外される。算出
装置３は、識別子［１１］の行動パターンを元データに対応付けず、識別子［１０］の行
動パターンのみを考慮した分母とするため、分母におけるその重みを６０の半分の３０に
設定する。
【００９１】
　以上に基づき、（１）式を実行した場合、元データ［１］～［５］に係る確率は、以下
のようになる。
［１］（１００×２０＋８０×３３．３+３０×５０＋６０×０）／（１００＋８０＋３
０＋３０）≒２５．６８％
［２］（１００×２０＋８０×３３．３+３０×５０＋６０×５０）／（１００＋８０＋
３０＋３０）≒３８．１８％
［３］（１００×２０＋８０×０+３０×０＋６０×０）／（１００＋８０＋３０＋３０
）≒８．３３％
［４］（１００×２０＋８０×３３．３+３０×０＋６０×０）／（１００＋８０＋３０
＋３０）≒１９．４３％
［５］（１００×２０＋８０×０+３０×０＋６０×０）／（１００＋８０＋３０＋３０
）≒８．３３％
　図２５の例では、識別子［２］の行動パターンが最も鉄道利用の確率が高いことが示さ
れる。
【００９２】
　図２６、図２７、図２８及び図２９は、非限定ログを説明するための説明図である。図
２６は、限定ログに対応する改札ログテーブル１Ｔのレコード例を示す説明図である。図
２７は、最短移動時間テーブル２Ｔのレコード例を示す説明図である。図２８は、運行記
録テーブル３Ｔのレコード例を示す説明図である。なお、図２８では、途中駅着／発時刻
列を省略している。図２９は、路線図の一例を示す説明図である。図２９は、路線テーブ
ル４Ｔの情報を視覚化した路線図である。
【００９３】
　図２６より、利用者はＡ駅に入場し、Ｂ駅から出場したことがわかる。図２９より、Ａ
駅とＢ駅とを結ぶ路線は、ｉ線、ｊ線、ｋ線、ｉ線→ｋ線及びｋ線→ｉ線の５路線が存在
し、図２６の改札ログは路線確定ログにはならない。図２７より、Ａ駅及びＢ駅間の最短
移動時間は、９～１２分である。他方、図２６より、Ａ駅及びＢ駅間の経過時間は７１分
１２秒であり、最短移動時間よりもかなり長い。図２８の運行記録より、列車の運行間隔
は数分程度であるため、図２６の改札ログから生成可能な利用者の行動パターンの数は非
常に多くなる。図２６の改札ログに基づいて行動パターンの生成を開始した場合、例えば
行動パターンの数の閾値を２０にしたとき、図２６の改札ログに基づく行動パターンの数
は、当該閾値を超える。そこで、算出装置３は、図２６の改札ログを非限定ログに分類す
る。
【００９４】
　算出装置３は、多くの改札ログをループ処理する過程で、非限定ログをＲＡＭ３２に蓄
積する。算出装置３は、蓄積した非限定ログを入場駅及び出場駅の区間別に分類し、集計
する。算出装置３は、分類かつ集計した限定ログの数、すなわち利用者数を、鉄道利用指
標テーブル６Ｔに基づく各路線及び駅の利用者数の比、すなわち確率で分配する。
　鉄道利用指標テーブル６Ｔは、駅員等による目視及びカメラ観察等からマクロ的に求め
られた鉄道利用者数が登録されているので、非限定ログに基づく算出装置３の処理はマク
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ロ的なアプローチに従った鉄道利用者数を算出することになる。
【００９５】
　なお、鉄道利用指標テーブル６Ｔが時間帯別の鉄道利用者数を記憶している場合、算出
装置３は、分類かつ集計した限定ログの数を、受付部３０２が受け付けた処理対象日時に
対応する時間帯の鉄道利用者数の比で分配してもよい。
　また、算出装置３は、鉄道利用者数算出システムが扱う路線が複数の路線エリアに分割
されている場合、当該路線エリア毎に非限定ログを振り分けてもよい。算出装置３は、非
限定ログの数を路線エリア別に集計し、集計した非限定ログの数すなわち利用者数を、鉄
道利用指標テーブル６Ｔに基づく各路線及び駅の利用者数の比で分配する。
　以上が場合分け処理における確定ログ、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログについ
ての行動パターン生成処理及び確率計算処理である。
【００９６】
　図３０は、場合分け処理の手順の一例を示すフローチャートである。図３０は、図１１
のステップＳ１０４に対応する。
　ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ログが路線確定ログか否か判定する（ステップＳ２０１
）。ステップＳ２０１において、ＣＰＵ３１は、改札ログに対応する入場駅及び出場駅並
びに路線テーブル４Ｔから、利用者が利用した路線が１通りか否かを判定する。ＣＰＵ３
１は、改札ログが路線確定ログであると判定した場合（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、路
線確定ログ処理を実行し（ステップＳ２０２）、リターンする。
【００９７】
　ＣＰＵ３１は、改札ログが路線確定ログでないと判定した場合（ステップＳ２０１：Ｎ
Ｏ）、改札ログと最短移動時間テーブル２Ｔ、運行記録テーブル３Ｔ及び路線テーブル４
Ｔとを照合し、改札ログに対応する未生成の行動パターンを１つ生成する（ステップＳ２
０３）。ＣＰＵ３１は、カウンタ変数ｎをインクリメントする（ステップＳ２０４）。カ
ウンタ変数ｎは、生成された行動パターンの数に該当する。ＣＰＵ３１は、ｎが閾値より
大きいか否かを判定する（ステップＳ２０５）。ＣＰＵ３１は、ｎが閾値より大きいと判
定した場合（ステップＳ２０５：ＹＥＳ）、非限定ログ処理を実行し（ステップＳ２０６
）、リターンする。
【００９８】
　ＣＰＵ３１は、ｎが閾値より大きくないと判定した場合（ステップＳ２０５：ＮＯ）、
他の行動パターンが生成可能か否かを判定する（ステップＳ２０７）。ＣＰＵ３１は、他
の行動パターンが生成可能であると判定した場合（ステップＳ２０７：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ２０３に処理を戻す。ＣＰＵ３１は、他の行動パターンが生成可能でないと判定した
場合（ステップＳ２０７：ＮＯ）、ｎが１か否か判定する（ステップＳ２０８）。
【００９９】
　ＣＰＵ３１は、ｎが１であると判定した場合（ステップＳ２０８：ＹＥＳ）、確定ログ
処理を実行し（ステップＳ２０９）、リターンする。ＣＰＵ３１は、ｎが１でないと判定
した場合（ステップＳ２０８：ＮＯ）、限定ログ処理を実行し（ステップＳ２１０）、リ
ターンする。
【０１００】
　なお、確定ログ処理は、生成した１つの行動パターンに計算結果の確率として１を設定
する処理である。また、確定ログ処理では、ＣＰＵ３１は、入場した駅から列車に乗らず
、そのまま出場する行動パターンの場合についても、計算結果の確率として１を設定する
。
【０１０１】
　ステップＳ２０５における閾値は、処理対象の改札ログを非限定ログに振り分けるため
の境界値である。当該閾値を小さな値に設定した場合、非限定ログの数は増大し、確定ロ
グ及び限定ログの数は減少する。他方、当該閾値を大きな値に設定した場合、非限定ログ
の数は減少し、確定ログ及び限定ログの数は増大する。非限定ログに基づいた鉄道利用者
数の算出は、従来のマクロ的な統計データに依存する。確定ログ及び限定ログに基づいた
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鉄道利用者数の算出は、ミクロ的な個人の行動を追跡するアプローチに依存する。算出装
置３は、マクロ的及びミクロ的処理を併用したハイブリッド処理により鉄道利用者数を算
出するが、マクロとミクロとの依存度の割合は、ステップＳ２０５における閾値によって
調整することができる。算出装置３は、例えば閾値＝０と設定した場合、全ての改札ログ
について、従来のマクロ的処理から鉄道利用者数を算出することも可能である。
【０１０２】
　図３１は、路線確定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。
　ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ログの入場時刻と出場時刻とから経過時間を算出する（
ステップＳ３０１）。ＣＰＵ３１は、改札ログにおける入場駅及び出場駅の間の最短移動
時間を、最短移動時間テーブル２Ｔから検索する（ステップＳ３０２）。ＣＰＵ３１は、
経過時間と最短移動時間との差が閾値より長いか否かを判定する（ステップＳ３０３）。
【０１０３】
　なお、ＣＰＵ３１は、ステップＳ３０３において、作業用フラグに判定結果を格納する
。ＣＰＵ３１は、後のステップＳ３０７及びステップＳ３１０において、当該作業用フラ
グを参照することにより、行動パターンが所定時間以上駅に滞在するパターンと駅に滞在
しないパターンとのどちらのパターンであるかを判別する。
　また、ここでの駅滞在とは、駅の改札内に利用者が滞在することである。
【０１０４】
　ＣＰＵ３１は、経過時間と最短移動時間との差が閾値より長いと判定した場合（ステッ
プＳ３０３：ＹＥＳ）、１つの駅に所定時間以上滞在する未生成の行動パターンを１つ生
成する（ステップＳ３０４）。ステップＳ３０４において、ＣＰＵ３１は、利用者が複数
の各駅に所定時間以上滞在するケースはレアケースとして無視する。ＣＰＵ３１は、経過
時間と最短移動時間との差が閾値より長くないと判定した場合（ステップＳ３０３：ＮＯ
）、駅に所定時間以上滞在しない未生成の行動パターンを１つ生成する（ステップＳ３０
５）。
【０１０５】
　ＣＰＵ３１は、カウンタ変数ｌをインクリメントする（ステップＳ３０６）。カウンタ
変数ｌは、生成された行動パターンの数に該当する。ＣＰＵ３１は、ステップＳ３０３で
設定した作業用フラグを参照し、駅滞在あるいは駅未滞在のいずれかのパターンについて
、他の行動パターンが生成可能か否かを判定する（ステップＳ３０７）。ＣＰＵ３１は、
他の行動パターンが生成可能であると判定した場合（ステップＳ３０７：ＹＥＳ）、ステ
ップＳ３０３で設定した作業用フラグに応じて、ステップＳ３０４又はステップＳ３０５
に処理を戻す。すなわち、ＣＰＵ３１は、作業用フラグが駅滞在のパターンである場合、
ステップＳ３０４に処理を戻す。ＣＰＵ３１は、作業用フラグが駅滞在でないパターンで
ある場合、ステップＳ３０５に処理を戻す。
【０１０６】
　ＣＰＵ３１は、他の行動パターンが生成可能でないと判定した場合（ステップＳ３０７
：ＮＯ）、ｌが１か否か判定する（ステップＳ３０８）。ＣＰＵ３１は、ｌが１であると
判定した場合（ステップＳ３０８：ＹＥＳ）、確定ログ処理を実行し（ステップＳ３０９
）、リターンする。ＣＰＵ３１は、ｌが１でないと判定した場合（ステップＳ３０８：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ３０３で設定した作業用フラグを参照し、駅滞在のパターンか否かを判
定する（ステップＳ３１０）。ＣＰＵ３１は、駅滞在のパターンであると判定した場合（
ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、駅設備規模係数テーブル５Ｔを参照し、生成した各行動パ
ターンに駅の設備を考慮した確率を計算し（ステップＳ３１１）、リターンする。ＣＰＵ
３１は、駅滞在のパターンでないと判定した場合（ステップＳ３１０：ＮＯ）、類似ログ
処理を実行し（ステップＳ３１２）、リターンする。
　類似ログ処理は、処理対象の改札ログに対応する類似ログを利用した確率計算処理であ
る。類似ログ処理は、限定ログ処理と同じである。限定ログ処理については後述する。
【０１０７】
　図３２は、非限定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。非限定ログ処理
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は、広義には図３０のステップＳ２０６において行われる処理と、図１１のステップＳ１
０６において行われる利用者数集計の一部の処理とを含む。
　非限定ログ処理では、非限定ログの数が集計される。しかし、非限定ログの集計数は、
図１１におけるステップＳ１０３からステップＳ１０５のループ処理が終了した後でなけ
れば確定しない。図３２は、非限定ログの数を集計するための準備処理の手順の一例であ
る。
　ＣＰＵ３１は、カウンタ変数ｍをインクリメントし（ステップＳ４０１）、リターンす
る。カウンタ変数ｍは非限定ログの数に該当する。
　図１１におけるステップＳ１０３からステップＳ１０５のループ処理が終了した時点で
、カウンタ変数ｍには、集計後の非限定ログの数が格納されている。
【０１０８】
　図３３は、非限定ログに基づいた集計処理の手順の一例を示すフローチャートである。
図３３の手順は、図１１におけるステップＳ１０６の集計処理の手順の一部である。
　ＣＰＵ３１は、カウンタ変数ｍの値を非限定ログの集計数として確定する（ステップＳ
４０２）。ＣＰＵ３１は、鉄道利用指標テーブル６Ｔを参照し、非限定ログの集計数を各
路線及び各駅の利用者数に割り振り（ステップＳ４０３）、集計処理の一部を終える。
【０１０９】
　なお、抽出した改札ログを１つずつ処理するループに含まれる図３２のステップＳ４０
１において、鉄道利用指標テーブル６Ｔを参照し、処理対象の非限定ログ各々に各路線及
び各駅にいた利用者数の比、すなわち確率を設定してもよい。かかる場合、算出装置３は
、図１１のステップＳ１０６において、図３２のステップＳ４０１で非限定ログ各々に設
定した確率に基づいて利用者数を集計する。
　ただし、非限定ログに基づく利用者人数は、マクロ的な統計データに基づいて、各路線
及び各駅に分配されるため、図３２及び図３３のように、集計後の人数を一括して各路線
及び各駅に分配した方が処理効率は高い。
【０１１０】
　図３４は、限定ログ処理の手順の一例を示すフローチャートである。図３４は、図３０
のステップＳ２１０に対応する。また、図３４は、図３１のステップＳ３１２にも対応す
る。図３４を図３１のステップＳ３１２に対応させる場合、限定ログを路線確定ログに置
き換えればよい。
　ＣＰＵ３１は、類似ログ抽出処理を実行する（ステップＳ５０１）。類似ログ抽出処理
は、処理対象の改札ログに類似する改札ログを改札ログテーブル１Ｔから抽出する処理で
ある。ＣＰＵ３１は、重み付与処理を実行する（ステップＳ５０２）。重み付与処理は、
限定ログ及び類似ログに対して、限定ログとの一致度又は類似度に応じた重みを付与する
処理である。類似ログ抽出処理及び重み付与処理の詳細については、後述する。
【０１１１】
　ＣＰＵ３１は、類似ログと最短移動時間テーブル２Ｔ、運行記録テーブル３Ｔ及び路線
テーブル４Ｔとを照合し、類似ログに基づく行動パターンを生成する（ステップＳ５０３
）。
　なお、元データに対応する行動パターンの生成は、図３０におけるステップＳ２０３か
らステップＳ２０７のループ処理で終了している。元データは、処理対象の改札ログに基
づいて生成された行動パターンのことである。
　図３４を図３１のステップＳ３１２に対応させる場合、元データに対応する行動パター
ンの生成は、図３１のステップＳ３０４からステップＳ３０７のループ処理で終了してい
る。
【０１１２】
　ＣＰＵ３１は、ベース確率を算出する（ステップＳ５０４）。ステップＳ５０４におい
て、ＣＰＵ３１は、元データの数で均等に割り振った確率を算出する。またステップＳ５
０４において、ＣＰＵ３１は、類似ログに基づき生成した行動パターンの数で均等に割り
振った確率も算出する。
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【０１１３】
　ＣＰＵ３１は、元データの行動パターンと類似ログの行動パターンとを比較し、対応付
けを実行する（ステップＳ５０５）。ステップＳ５０５において、ＣＰＵ３１は、元デー
タの行動パターンと類似ログの行動パターンとが完全一致する場合、完全一致する行動パ
ターン同士を対応付ける。
　他方、ステップＳ５０５において、ＣＰＵ３１は、類似ログに基づく行動パターンの最
終利用便又は最終利用便の路線が夫々元データの最終利用便又は最終利用便の路線に含ま
れない場合、当該類似ログに基づく行動パターンを利用者が実行した可能性はないと判定
する。そして、ＣＰＵ３１は、当該類似ログに基づく行動パターンを元データに対応付け
ない。
　またステップＳ５０５において、ＣＰＵ３１は、類似ログに基づく行動パターンの最終
利用便又は最終利用便の路線が夫々元データの最終利用便又は最終利用便の路線に含まれ
る場合、当該類似ログに基づく行動パターンを元データに対応付ける。ただし、対応付け
可能な元データが複数存在する場合、ＣＰＵ３１は当該複数の元データに対して処理中の
類似ログに基づく行動パターンに対応するベース確率を均等に割り振る。
【０１１４】
　ＣＰＵ３１は、（１）式に基づいて、限定ログに係る確率計算を実行する（ステップＳ
５０６）。ＣＰＵ３１は、計算した確率を元データの行動パターンに設定し（ステップＳ
５０７）、リターンする。
【０１１５】
　図３５は、類似ログ抽出処理の手順の一例を示すフローチャートである。
　ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ログに対して、カードＩＤ、入場駅及び出場駅が夫々一
致し、かつ利用日時の相違が３か月以内であるレコードを改札ログテーブル１Ｔから抽出
する（ステップＳ６０１）。ここで、カードＩＤの一致は、利用者の一致を意味する。Ｃ
ＰＵ３１は、処理対象の改札ログに対して、カードＩＤ及び出場駅が一致し、かつ利用日
時の相違が３か月以内であるレコードを改札ログテーブル１Ｔから抽出する（ステップＳ
６０２）。ただし、ステップＳ６０２において、ＣＰＵ３１は、ステップＳ６０１で抽出
したレコードは除外する。ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ログに対して、カードＩＤが異
なり、出場駅が一致し、かつ出場時刻の相違が１分以内であるレコードを抽出する（ステ
ップＳ６０３）。ＣＰＵ３１は、ステップＳ６０３の処理が終了した場合、リターンする
。
【０１１６】
　なお、図３５の類似ログ抽出処理における類似ログの判定方法は、他にもあり得る。例
えば、ステップＳ６０２では、出場駅の一致を判定条件の１つにしているが、出場駅の一
致を入場駅の一致に置換してもよい。ステップＳ６０３では、出場時刻の相違が１分以内
であることを判定条件の１つにしているが、出場時刻の相違が１分以内であることを出場
時刻の相違が例えば５分以内であることに置換してもよい。また、図３５では、処理対象
の改札ログとの類似度に応じて３種類の類似ログのレコードを改札ログテーブル１Ｔから
抽出しているが、１種類、２種類又は４種類以上の類似ログのレコードを改札ログテーブ
ル１Ｔから抽出してもよい。
【０１１７】
　図３６は、重み付与処理の手順の一例を示すフローチャートである。
　ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ログに１００の重みを付与する（ステップＳ７０１）。
ステップＳ７０２以降の重み付与処理は、類似ログに重みを付与する処理である。
　ＣＰＵ３１は、図３５の類似ログ抽出処理が抽出した類似ログから未処理の類似ログを
１件選択する（ステップＳ７０２）。ＣＰＵ３１は、選択した類似ログのカードＩＤが処
理対象の改札ログのカードＩＤと同一か否かを判定する（ステップＳ７０３）。ここで、
カードＩＤの一致は、利用者の一致を意味する。
【０１１８】
　ＣＰＵ３１は、選択した類似ログのカードＩＤが処理対象の改札ログのカードＩＤと同
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一でないと判定した場合（ステップＳ７０３：ＮＯ）、処理対象の類似ログに６０の重み
を付与し（ステップＳ７０４）、ステップＳ７１２に処理を進める。すなわち、ＣＰＵ３
１は、処理対象の改札ログに対して、利用者が異なり、利用日が同日の類似ログには、一
律に６０の重みを付与する。なお、図３５の類似ログ抽出処理では、利用者が異なる場合
、出場時刻の相違が１分以内の類似ログが抽出されるので、利用者が異なる類似ログは全
て利用日も同日である。
【０１１９】
　ＣＰＵ３１は、選択した類似ログのカードＩＤが処理対象の改札ログのカードＩＤと同
一であると判定した場合（ステップＳ７０３：ＹＥＳ）、類似ログの利用日の曜日が処理
対象の改札ログの利用日の曜日と同一か否かを判定する（ステップＳ７０５）。ＣＰＵ３
１は、類似ログの利用日の曜日が処理対象の改札ログの利用日の曜日と同一であると判定
した場合（ステップＳ７０５：ＹＥＳ）、処理対象の類似ログに最大８０の重みを付与す
る（ステップＳ７０６）。ステップＳ７０６において、ＣＰＵ３１は、処理対象の改札ロ
グの利用日に対して、利用日が前後１週間以内の類似ログには８０、利用日が前後２週間
以内の類似ログには７８、利用日が前後３週間以内の類似ログには７６の重みを付与する
。このように、ステップＳ７０６において、ＣＰＵ３１は、処理対象の類似ログに最大８
０の重みを線形に付与する。
【０１２０】
　ＣＰＵ３１は、類似ログの利用日の曜日が処理対象の改札ログの利用日の曜日と同一で
ないと判定した場合（ステップＳ７０５：ＮＯ）、処理対象の類似ログに最大６０の重み
を付与する（ステップＳ７０７）。ステップＳ７０７において、ＣＰＵ３１は、処理対象
の改札ログに対して、処理対象の改札ログの利用日に対して、利用日が前後２週間以内の
類似ログには６０、利用日が前後４週間以内の類似ログには５５、利用日が前後６週間以
内の類似ログには５０の重みを付与する。このように、ステップＳ７０７において、ＣＰ
Ｕ３１は、処理対象の類似ログに最大６０の重みを線形に付与する。
【０１２１】
　ＣＰＵ３１は、類似ログの利用日時のＡＭ／ＰＭが処理対象の改札ログの利用日時のＡ
Ｍ／ＰＭと同一か否かを判定する（ステップＳ７０８）。ＣＰＵ３１は、類似ログの利用
日時のＡＭ／ＰＭが処理対象の改札ログの利用日時のＡＭ／ＰＭと同一であると判定した
場合（ステップＳ７０８：ＹＥＳ）、ステップＳ７１０に処理を進める。ＣＰＵ３１は、
類似ログの利用日時のＡＭ／ＰＭが処理対象の改札ログの利用日時のＡＭ／ＰＭと同一で
ないと判定した場合（ステップＳ７０８：ＮＯ）、処理対象の類似ログに付与した重みに
０．５を掛け（ステップＳ７０９）、ステップＳ７１０に処理を進める。
【０１２２】
　ＣＰＵ３１は、類似ログの入場駅が処理対象の改札ログの入場駅と同一か否かを判定す
る（ステップＳ７１０）。ＣＰＵ３１は、類似ログの入場駅が処理対象の改札ログの入場
駅と同一であると判定した場合（ステップＳ７１０：ＹＥＳ）、ステップＳ７１２に処理
を進める。ＣＰＵ３１は、類似ログの入場駅が処理対象の改札ログの入場駅と同一でない
と判定した場合（ステップＳ７１０：ＮＯ）、処理対象の類似ログに付与した重みに０．
５を掛け（ステップＳ７１１）、ステップＳ７１２に処理を進める。
【０１２３】
　ＣＰＵ３１は、類似ログ抽出処理が抽出した類似ログについて、未処理の類似ログがあ
るか否かを判定する（ステップＳ７１２）。ＣＰＵ３１は、類似ログ抽出処理が抽出した
類似ログについて、未処理の類似ログがあると判定した場合（ステップＳ７１２：ＹＥＳ
）、ステップＳ７０２に処理を戻す。ＣＰＵ３１は、類似ログ抽出処理が抽出した類似ロ
グについて、未処理の類似ログはないと判定した場合（ステップＳ７１２：ＮＯ）、リタ
ーンする。
【０１２４】
　なお、図３６の重み付与処理における重み付与の方法は、他にもあり得る。例えば、重
み付与処理は、処理対象の改札ログに係る最終利用便の路線と、類似ログに係る最終利用
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便の路線とが同一か否かを判定する判定処理を含んでもよい。最終利用便の路線が同一で
ある場合は、最終利用便の路線が異なる場合よりも、類似ログに付与する重みを重くする
。
　また、利用者が異なる場合のステップＳ７０４において、改札ログの類似性又は改札ロ
グに基づく行動パターンの類似性に応じて、６０以外の重みを付与する分岐処理が追加さ
れてもよい。
【０１２５】
　処理対象日時で改札ログテーブル１Ｔから抽出した改札ログに基づいて生成した各行動
パターンに対応する確率の計算が終了した場合、処理対象日時の時点での便又は駅におけ
る利用者の所在が確率的に表されたことになる。１件の改札ログは１人の利用者に対応す
るので、１件の改札ログに基づく行動パターンに対して計算された確率は、そのまま利用
者１人の期待値となる。算出装置３は、各利用者の各行動パターンに対して計算された確
率を集計することにより、各便及び各駅に何人の利用者がいたか算出する。すなわち、算
出装置３は、鉄道の利用状況を解析する。
【０１２６】
　ここで、集計の方法に関しては、大きく２通りの方法が考えられる。１つの集計方法は
、１人の利用者について生成した複数の行動パターンとその確率とをそのまま利用する方
法である。例えば、１件の改札ログに対して、Ａ行動パターンが７０％、Ｂ行動パターン
が３０％という２つの行動パターン及び確率が夫々求められた場合、Ａ行動パターンに０
．７人、Ｂ行動パターンに０．３人を設定する。行動パターンと確率とが確定した場合、
処理対象日時における利用者の所在位置が一意に確率的に確定するため、１件の改札ログ
からＡ行動パターンでの位置に０．７人、Ｂ行動パターンでの位置に０．３人を夫々加算
する。同様の計算を抽出した全改札ログについて繰り返すことにより、処理対象日時にお
ける鉄道利用者数がスナップショットとして算出される。
【０１２７】
　もう１つの集計方法は、計算された確率が最も高い行動パターンを唯一の行動パターン
に代表させる方法である。この集計方法を上述の例に適用した場合、１件の改札ログにつ
いて、確率が最も高いＡ行動パターンに１人を割り振る。同様の処理を全改札ログについ
て繰り返す。そして、割り振った利用者数を行動パターン毎に集計することにより、処理
対象日時における鉄道利用者数がスナップショットとして算出される。
【０１２８】
　算出装置３は、上述の２通りの集計方法を組み合わせて、鉄道利用者数を集計してもよ
い。例えば、算出装置３は、行動パターンの確率に対応する閾値を定め、当該閾値を境に
２通りの集計方法を使い分ける。より具体的には、算出装置３は、生成した複数の行動パ
ターンのうち、ある行動パターンの確率が例えば８０％以上である場合は、その行動パタ
ーンを唯一の行動パターンとする。他方、算出装置３は、生成した複数の行動パターンの
全てが８０％未満である場合は、行動パターン毎に確率を集計する。
【０１２９】
　なお、非限定ログに基づく鉄道利用者数は、マクロ的な統計データを適用することによ
り、図３３の手順により各便及び各駅に割り振られる。そこで、算出装置３は、上述のミ
クロ的に生成した行動パターンの確率から集計した鉄道利用者数に、非限定ログに基づい
てマクロ的に算出した鉄道利用者数を加算する。
【０１３０】
　算出装置３によれば、改札ログに基づいて鉄道利用者数を正確に算出することができる
。
　算出装置３は、改札ログを確定ログ、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログの４種類
に分類する。改札ログに基づいて生成される利用者の行動パターンの確実度は、確定ログ
、路線確定ログ、限定ログ及び非限定ログの順に低くなる。確実度が高い確定ログからは
１通りの行動パターンが確定する。路線確定ログからは一般に複数の行動パターンが生成
され、駅の設備に基づいて各行動パターンに対応する確率が計算される。確実度がやや低
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い限定ログから生成される行動パターンには、類似ログを利用して確率が計算される。確
実度が低い非限定ログから、マクロ的な統計データに応じた利用者数又は確率が求められ
る。このように、算出装置３は、行動パターンの確実度の違いに応じて改札ログを分類し
、分類した改札ログを使い分けることにより、ミクロからマクロまで幅広い算出方法で鉄
道利用者数を算出する。
【０１３１】
　コンピュータである算出装置３を動作させるためのプログラム１Ｐは、ディスクドライ
ブ３４を介して光ディスク３ａから読み込まれてもよい。あるいは、プログラム１Ｐは、
通信部３６を介して外部の情報処理装置又は記録装置から読み込まれてもよい。更に、プ
ログラム１Ｐを記録したフラッシュメモリ等の半導体メモリ３ｃが、算出装置３内に実装
されていてもよい。
【０１３２】
　以上の実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１３３】
　（付記１）
　鉄道における改札の通過記録に基づいて、鉄道の利用者数を算出する算出装置において
、
　複数の利用者が改札を通過した入場時刻及び出場時刻を含む通過記録、列車の運行時刻
情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報及び利用者数の統計データが記憶
された記憶部と、
　該記憶部に記憶された通過記録、運行時刻情報及び路線の接続関係の情報に基づいて、
該記憶部に記憶された通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内における所定時
間以上の滞在に係る行動パターンを一又は複数生成する生成部と、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
前記生成部が生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を計算する計
算部と、
　該計算部が計算した確率に基づいて、前記生成部が生成した行動パターンに応じた鉄道
の利用者数を算出する算出部と
　を備える算出装置。
【０１３４】
　（付記２）
　日時を受け付ける受付部を更に備え、
　前記記憶部に記憶された運行時刻情報は路線別の列車個々の運行時刻を含み、
　前記生成部は、入場時刻が前記受付部により受け付けられた日時より前であり、かつ出
場時刻が該日時より後である通過記録を用いて、利用者の行動パターンを生成し、
　前記計算部は、前記受付部が受け付けた日時に、利用者が前記生成部により生成された
行動パターンに係る便に乗車していた確率又は駅の改札内に所定時間以上滞在していた確
率を計算し、
　前記算出部は、前記受付部が受け付けた日時に、前記生成部が生成した行動パターンに
係る便に乗車していた利用者数又は駅の改札内に滞在していた利用者数を算出する
　付記１に記載の算出装置。
【０１３５】
　（付記３）
　前記生成部は、駅の改札内における滞在時間、路線間での列車の乗り換え、路線又は便
に基づいて、利用者の行動パターンを生成する
　付記２に記載の算出装置。
【０１３６】
　（付記４）
　前記記憶部に記憶された列車の運行時刻情報は所定区間における最短移動時間を含み、
　前記記憶部に記憶された通過記録及び路線の接続関係の情報に基づいて、利用者の行動
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パターンにおける利用可能な路線が一通りか否かを判定する第一判定部と、
　前記記憶部に記憶された通過記録及び運行時刻情報に基づいて、入場駅から出場駅まで
の最短移動時間及び入場時刻から出場時刻までの経過時間の時間差が閾値以上であるか否
かを判定する第二判定部と
　を備え、
　前記生成部は、前記第一判定部が一通りと判定し、かつ前記第二判定部が閾値以上であ
ると判定した場合、駅の改札内に所定時間以上滞在する行動パターンを生成する
　付記１から付記３までのいずれか一つに記載の算出装置。
【０１３７】
　（付記５）
　前記記憶部に記憶された鉄道における設備の情報は駅の設備の規模又は内容に応じた情
報を含み、
　前記計算部は前記情報に基づいて確率を計算する
　付記１から付記４までのいずれか一つに記載の算出装置。
【０１３８】
　（付記６）
　前記生成部が生成した行動パターンの数が所定数以下である場合、入場時刻が前記受付
部により受け付けられた日時より前であり、かつ出場時刻が該日時より後である通過記録
と類似する第二通過記録を前記記憶部から抽出する抽出部と、
　前記抽出部が抽出した第二通過記録に、前記通過記録との類似度に応じた重みを付与す
る重み付与部と、
　前記抽出部が抽出した第二通過記録及び前記記憶部の内容に基づいて、該抽出部が抽出
した第二通過記録に係る利用者の行動パターンを生成する第二生成部と、
　前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの一致度又は類似度に基づ
いて、該行動パターン同士を対応付ける対応付け部と
　を備え、
　前記計算部は、前記重み付与部が付与した重み、前記対応付け部が対応付けた行動パタ
ーン同士並びに前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの数に基づい
て、確率を計算する
　付記２又は付記３に記載の算出装置。
【０１３９】
　（付記７）
　前記対応付け部は、前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンに係る
出場駅及び該出場駅に到着した列車の便が同一である場合、該行動パターン同士を対応付
ける
　付記６に記載の算出装置。
【０１４０】
　（付記８）
　前記計算部は、前記生成部及び前記第二生成部が夫々生成した行動パターンの数に応じ
た数値各々に基づいて、確率を計算する
　付記６又は付記７に記載の算出装置。
【０１４１】
　（付記９）
　前記計算部は、前記生成部が生成した行動パターンが一つである場合、計算結果の確率
として１を設定する
　付記１から付記８までのいずれか一つに記載の算出装置。
【０１４２】
　（付記１０）
　前記記憶部に記憶された利用者数の統計データは各路線の列車に乗車していた平均利用
者数又は各駅の改札内に滞在していた平均利用者数を含み、
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　前記算出部は、前記生成部が生成した行動パターンの数が所定数を超える場合、前記記
憶部に記憶された利用者数の統計データに基づいて、各路線の列車に乗車していた利用者
数又は各駅の改札内に滞在していた利用者数を算出する
　付記１から付記９までのいずれか一つに記載の算出装置。
【０１４３】
　（付記１１）
　前記記憶部に記憶された列車の運行時刻情報は運行記録又は時刻表を含む
　付記１から付記９までのいずれか一つに記載の算出装置。
【０１４４】
　（付記１２）
　鉄道における改札の通過記録が記憶された記憶部を有するコンピュータに鉄道の利用者
数を算出する処理を実行させるプログラムにおいて、
　複数の利用者が改札を通過した入場時刻及び出場時刻を含む通過記録、列車の運行時刻
情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報及び利用者数の統計データが記憶
された前記記憶部に係る通過記録、運行時刻情報及び路線の接続関係の情報に基づいて、
該記憶部に記憶された通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内における所定時
間以上の滞在に係る行動パターンを一又は複数生成し、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を計算し、
　計算した確率に基づいて、生成した行動パターンに応じた鉄道の利用者数を算出する
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【０１４５】
　（付記１３）
　鉄道における改札の通過記録が記憶された記憶部及び制御部を有するコンピュータによ
り鉄道の利用者数を算出する算出方法において、
　複数の利用者が改札を通過した入場時刻及び出場時刻を含む通過記録、列車の運行時刻
情報、路線の接続関係の情報、鉄道における設備の情報及び利用者数の統計データが記憶
された前記記憶部に係る通過記録、運行時刻情報及び路線の接続関係の情報に基づいて、
該記憶部に記憶された通過記録に係る利用者の便への乗車又は駅の改札内における所定時
間以上の滞在に係る行動パターンを前記制御部により一又は複数生成し、
　前記記憶部に記憶された設備の情報、通過記録又は利用者数の統計データに基づいて、
生成した行動パターンに対応する行動を利用者が実行した確率を前記制御部により計算し
、
　計算した確率に基づいて、生成した行動パターンに応じた鉄道の利用者数を前記制御部
により算出する
　算出方法。
【０１４６】
　（付記１４）
　生成した行動パターンに基づいて、前記通過記録を前記制御部により分類し、
　分類した前記通過記録に応じて、確率を前記制御部により計算する
　付記１３に記載の算出方法。
【符号の説明】
【０１４７】
　３　　算出装置（コンピュータ）
　３１　ＣＰＵ（制御部、生成部、計算部、算出部、受付部、第一判定部、第二判定部、
抽出部、重み付与部、第二生成部、対応付け部）
　３４　ハードディスク（記憶部）
　１Ｐ　プログラム
　１Ｔ　改札ログテーブル
　２Ｔ　最短移動時間テーブル
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　３Ｔ　運行記録テーブル
　４Ｔ　路線テーブル
　５Ｔ　駅設備規模係数テーブル
　６Ｔ　鉄道利用指標テーブル
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